
電話

登校せず大学に電話

教務学生課

0770-20-5540

（実習中は担当教員にも電話）

指定医療機関で
治療を受ける

□ 登校初日は、まず教務学生課へ出向き、登校したことを報告してください。

□ 陽性でなくとも、欠席期間等により診断書の提出が必要になる場合があります。

◇症状や手続きについて不安や心配がある時は、大学にご相談ください◇

陽
性

★発熱や咳などの風邪症状がある。

★息苦しさや強いだるさがある。

受診・検査ができない
医療機関

受診・検査が可能な
医療機関

紹介

受診・相談センターに電話相談

（福井県の場合）
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かかりつけ医・
最寄りの医療機関に電話相談

診療・検査

医師の判断で必要な検査実施
・新型コロナウイルス
・インフルエンザ 等

紹介

出席停止期間

診療・検査結果を
大学に報告する

陰性または
自宅安静

□ 医療機関で「登校許可日」を確認する。

□ 毎日検温し、健康チェックシートに
記録する。

□医療機関から登校許可をもらう。

□医療機関から診断書をもらう。

受診先に
迷う場合

登 校

受診

令和2年11月 保健管理室

≪新型コロナウイルス感染症≫

学校感染症拡大を防ぐための手続きフロー
～発症時の連絡・受診の流れ～


